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村村 のの 施施 設設のの電電話話番番 号号
市外局番

役　　　　場

IP電話

教 育 委 員 会

IP電話

診 　 療 　 所

IP電話

歯 科 診 療 所

デイサービスセンター

こもれびホール

（財）黒滝森物語村

案内センター

きららの森・赤岩

黒 滝 駐 在 所

人 口 ・ 世 帯 数
（９月１日現在）

男　　 ４６５　人　（－３）

女　　 ５３２　人　（－１）

計 ９９７　人　（－４）

世帯　　４１１ 世帯 （－１）

幼・小合同運動会幼・小合同運動会
【【関連記事関連記事ｐｐ1515】】

税
金
に
関
す
る
一
般
的
な
ご
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
音
声
案
内
に
従
い
「
１
」
番

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
国
税
局
の
「
電
話

相
談
セ
ン
タ
ー
」
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
ご
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

ま
た
、
税
金
の
納
付
相
談
や
税
務
署
へ
の

お
問
い
合
わ
せ
な
ど
で
税
務
署
に
ご
用
の
方

は
、「
２
」
番
を
選
択
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

税
務
署
に
つ
な
が
り
ま
す
。

な
お
、
来
署
に
よ
る
ご
相
談
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
事
前
の
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
注
）「
番
号
が
認
識
で
き
ま
せ
ん
。」
と

い
う
案
内
が
あ
っ
た
場
合
は
、
電
話
機
の

「
＊
」
を
押
し
て
か
ら
番
号
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
。

吉
野
税
務
署

@
０
７
４
６
‐
３
２
‐
３
３
８
５

次
の
日
程
で
各
相
談
所
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
住
民
課
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

■
法
務
行
政
相
談
及
び
人
権
相
談

●
10
月
１
日
（
水
）
〜
７
日
（
火
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

（
土
、
日
曜
日
は
除
く
）

●
奈
良
地
方
法
務
局
各
支
局

■
特
設
人
権
相
談
所

●
10
月
７
日
（
火
）

13
時
〜
16
時

●
吉
野
町
社
会
福
祉
協
議
会

■
無
料
調
停
相
談

●
10
月
７
日
（
火
）

10
時
〜
15
時

●
吉
野
町
中
央
公
民
館

奈
良
県
南
和
労
働
会
館
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堀
口
議
員
質
問

小
径
木
対
策
助
成
金
（
木
炭

生
産
組
合
）
の
件
で
あ
り
ま
す
。

過
日
、
木
炭
生
産
組
合
が
解
散

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
こ
で
、
会
議
の
中
で
倉
庫
が

不
要
に
な
っ
た
の
で
、
組
合
が

解
体
を
す
る
と
の
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。
長
年
業
務
に
携
わ
っ

て
い
た
だ
い
た
各
位
に
深
く
敬

意
を
表
す
る
一
人
で
あ
り
ま
す
。

又
、
当
組
合
設
立
に
つ
い
て
は
、

半
強
制
的
に
応
援
を
願
い
出
資

し
て
い
た
だ
い
た
所
で
あ
っ
た

と
思
う
時
、
倉
庫
解
体
は
村
が

し
て
、
費
用
は
出
資
者
に
返
す

べ
き
指
導
が
何
故
、
出
来
な
か

っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
村
の
指

導
で
信
楽
焼
き
炭
コ
ン
ロ
を
数

年
に
亘
り
購
入
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
現
状
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も

村
が
相
当
な
金
額
を
出
資
し
て
購

入
し
た
点
か
ら
、
村
と
し
て
の
指

導
に
つ
い
て
、
お
聞
か
せ
頂
き
た

い
。次

に
不
動
産
売
払
（
県
道
洞
川

下
市
線
改
修
）
に
つ
い
て
、
商
工

会
館
跡
地
の
代
金
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
、
現
時
点
で
か
な
り
道

路
も
変
わ
っ
て
る
よ
う
に
思
う
。

又
、
残
地
に
つ
い
て
も
併
せ
て
説

明
を
願
い
た
い
。

最
後
に
、
弔
慰
金
に
つ
い
て
は
、

長
年
、
質
問
し
て
き
ま
し
た
が
、

誰
も
こ
う
い
う
事
は
、
口
に
し
た

く
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
村
民
の
代
表
と
し
て
、
こ

の
件
に
つ
い
て
は
、
今
回
が
最
後

の
質
問
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
村
長
を
は
じ

め
、
会
議
に
出
席
し
て
い
る
皆
さ

ん
か
ら
は
「
そ
の
く
ら
い
堀
口
は
、

弔
慰
金
が
欲
し
い
の
か
」
と
思
わ

れ
て
も
良
い
と
、
言
い
続
け
て
お

願
い
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
当
時
の
村
の
答
弁
は
、
長
年

の
議
会
活
動
の
中
で
、
今
で
も
残

念
で
な
り
ま
せ
ん
。

本
村
に
は
、
斎
場
施
設
が
無
い

と
い
う
事
を
村
も
知
っ
て
い
る
の

か
。
私
は
、
昭
和
62
年
当
時
に
墓

辻
村
村
長
答
弁

ま
ず
、
１
点
目
小
径
木
対
策
助

成
金
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

木
炭
組
合
設
立
の
当
初
は
、
本

村
の
木
材
振
興
に
よ
る
小
径
木
の

有
効
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
商
工

会
に
お
き
ま
し
て
組
合
を
設
立

し
、
今
日
ま
で
運
営
し
て
頂
い
て

お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の

組
合
解
散
の
背
景
に
は
、
設
立
当

初
か
ら
組
合
員
の
方
々
の
鋭
意
努

力
を
重
ね
て
頂
き
ま
し
た
が
、

年
々
売
上
げ
の
減
少
に
伴
い
経
営

が
悪
化
し
、
数
年
に
亘
り
年
度
で

利
益
が
上
が
ら
な
か
っ
た
経
緯
が

あ
り
、
解
散
時
に
は
当
初
の
出
資

金
の
み
の
返
還
に
な
っ
た
と
伺
っ

て
い
ま
す
。
本
村
に
お
き
ま
し
て

も
、
当
組
合
の
解
散
に
伴
う
諸
経

費
と
し
て
、
借
地
使
用
料
と
組
合

解
散
経
費
を
20
万
円
計
上
し
残
務

経
費
に
充
て
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
炭
コ
ン
ロ
は
需
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
炭
コ
ン
ロ
の
解

散
時
の
在
庫
大
・
小
合
わ
せ
て

１
５
０
個
及
び
40
箱
程
度
の
炭
の

販
売
促
進
の
た
め
、
商
工
会
内

に
炭
部
門
を
設
け
販
売
を
継
続

し
て
い
く
こ
と
も
伺
っ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
は
、
組
合
解
散
時
に
、

木
炭
組
合
と
商
工
会
の
役
員
で

十
分
協
議
を
重
ね
引
き
継
が
れ

た
と
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
。

次
に
２
点
目
不
動
産
売
払
に

つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

小
学
校
前
の
洞
川
下
市
線
道

路
改
修
に
伴
い
、
ス
ク
ー
ル
バ

ス
車
庫
前
の
村
有
地
の
一
部

（
１
５
５
・
41
ｍ2
）
に
つ
き
ま
し

て
は
、
平
成
20
年
３
月
に
県
と

売
買
契
約
を
結
び
売
却
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
堀
口
議
員
ご
質
問
の

商
工
会
館
跡
地
に
つ
き
ま
し
て

は
、
周
辺
の
村
有
地
と
一
括
し

て
平
成
20
年
７
月
か
ら
県
（
吉

野
土
木
事
務
所
）
と
賃
貸
借
契

約
を
結
び
、
当
面
は
平
成
21
年

３
月
ま
で
の
間
、
県
に
賃
貸
し

て
い
る
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最
後
に
３
点
目
弔
慰
金
に
つ

い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。

村
民
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
た

と
き
に
村
か
ら
ご
遺
族
の
方
へ

お
渡
し
し
て
い
ま
す
弔
慰
金
に

つ
き
ま
し
て
は
、
当
初
は
斎
場

使
用
料
に
見
合
う
額
と
し
て
５

地
公
園
建
設
特
別
委
員
長
と
し

て
、
こ
の
件
に
つ
い
て
協
議
し
た

一
人
で
あ
り
ま
す
。
結
論
と
し
て

は
、
長
年
、
黒
滝
を
愛
し
、
黒
滝

を
好
き
や
ね
ん
と
言
っ
て
、
日
々

を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
方
に
対

し
、
せ
め
て
も
の
贈
り
物
と
し
て
、

村
か
ら
弔
慰
金
を
支
給
し
、
斎
場

費
用
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
斎

場
ま
で
の
送
迎
に
村
の
バ
ス
を
ご

利
用
頂
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
村
長
は
、
行
財
政
改
革

に
名
打
っ
て
、
現
在
の
よ
う
な
額

の
弔
慰
金
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
村
長
の
月
給
、
議
員

の
報
酬
は
、
き
ち
ん
と
戴
い
て
い

る
こ
と
か
ら
考
え
を
村
民
の
皆
さ

ん
に
述
べ
ら
れ
た
い
。
又
、
施
設

を
作
る
と
し
て
、
建
設
費
は
い
く

ら
掛
か
る
の
か
、
維
持
費
は
年
間

い
く
ら
く
ら
い
掛
か
る
の
か
。

も
し
調
べ
て
あ
る
よ
う
で
あ
れ

ば
、
お
聞
か
せ
頂
き
た
い
。

そ
こ
で
、
是
非
、
平
成
21
年
度

予
算
は
、
申
し
上
げ
た
点
に
最
重

要
視
し
て
頂
く
こ
と
を
願
う
と
こ

ろ
で
あ
る
。

一一一一
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問問問問

議議 会会

９
　
月

１
日
●
議
会
全
員
協
議
会

●
総
務
厚
生
常
任
委
員
会

●
正
副
議
長
打
合
せ

●
総
務
厚
生
委
員
長
打
合
せ

３
日
●
解
放
令
か
ら
五
万
日

記
念
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

●
奈
良
県
消
防
操
法
大
会

４
日
●
第
７
回
議
会
定
例
会

●
決
算
審
査
特
別
委
員
会

５
日
●
吉
野
郡
町
村
議
会
議
長
会
三
役
会

８
日
●
総
務
厚
生
常
任
委
員
会

●
経
済
建
設
常
任
委
員
会

10
日
●
黒
滝
村
交
通
対
策
協
議
会

12
日
●
第
７
回
議
会
定
例
会
（
再
開
）

16
日
●
山
林
委
員
会

18
日
●
区
長
会

21
日
●
幼
・
小
合
同
運
動
会

24
日
●
山
林
委
員
会

●
地
域
活
性
化
委
員
会

25
日
●
例
月
出
納
監
査

26
日
●
吉
野
郡
人
同
推
協
現
地
研
修

黒黒黒黒
滝滝滝滝
村村村村
議議議議
会会会会

活活活活

動動動動

状状状状

況況況況

９
月
４
日
か
ら
12
日
ま
で
議
会
定
例

会
が
開
か
れ
、20
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、

可
決
・
承
認
・
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
審

議
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第
７
回
議
会
定
例
会

■
　
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て

●
黒
滝
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
　
平
成
20
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て

●
黒
滝
村
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

●
黒
滝
村
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

●
黒
滝
村
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

●
黒
滝
村
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

●
黒
滝
村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）

■
　
平
成
19
年
度
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

●
黒
滝
村
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定

●
黒
滝
村
老
人
保
健
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定

●
黒
滝
村
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

●
黒
滝
村
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定

●
黒
滝
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

●
黒
滝
村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

■
　
条
例
に
つ
い
て

●
黒
滝
村
あ
ふ
れ
る
緑
の
ふ
る
さ
と

寄
付
条
例

●
黒
滝
村
教
育
委
員
会
委
員
定
数

条
例

●
黒
滝
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

●
黒
滝
村
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
黒
滝
村
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

●
黒
滝
村
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補

償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
　
そ
の
他

●
黒
滝
村
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員

補
充
員
の
推
薦

槙
尾
　
安
谷
　
亨

氏

堂
原
　
喜
田
　
あ
き
ら
氏

寺
戸
　
橋
本
　
勤

氏

長
瀬
　
阪
田
　
絹
代

氏

●
平
成
19
年
度
財
政
健
全
化
判
断
比

率
の
報
告



中
森
議
員
質
問

日
本
は
、
先
人
の
血
と
涙
の

努
力
に
よ
り
戦
後
、
急
激
な
社

会
経
済
の
発
展
を
遂
げ
、
全
世

界
で
も
有
数
の
経
済
力
を
持
つ

国
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ

の
日
本
に
「
追
い
つ
け
追
い
越

せ
」
と
社
会
経
済
を
発
展
さ
せ

て
い
る
国
々
も
た
く
さ
ん
出
て

ま
い
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
見
返
り
と
し
て
、
山
林
の

伐
採
・
開
拓
、
大
気
汚
染
等
、

自
然
破
壊
が
進
み
地
球
温
暖
化

等
に
よ
る
異
常
気
象
は
地
球
規

模
で
の
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

最
近
で
は
、
集
中
豪
雨
、
い
わ

ゆ
る
ゲ
リ
ラ
豪
雨
に
よ
り
尊
い

命
が
絶
た
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、

い
た
ま
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
新
聞
、

テ
レ
ビ
で
毎
日
の
よ
う
に
報
道

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
村
長
に
２
点
ば
か

り
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
点
目
、
少
子
高
齢
化
が
進
む

が
ら
県
が
行
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
、
御
吉
野
地
区
で
の

土
砂
崩
れ
に
よ
る
１
日
間
の
通

行
止
め
や
学
校
の
休
校
等
、
住

民
の
皆
さ
ま
に
は
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
た
事
例
も
あ
り
、
私
と

し
て
も
、
道
路
の
土
砂
崩
れ
や

日
頃
の
維
持
管
理
に
関
し
て
は
、

住
民
生
活
に
支
障
を
き
た
す
こ

と
の
無
い
よ
う
、
ま
た
、
本
日
、

傍
聴
に
来
て
お
ら
れ
る
児
童
の

皆
さ
ん
方
の
通
学
な
ど
に
影
響

が
出
な
い
よ
う
、
素
早
い
対
応

が
で
き
る
よ
う
な
業
者
を
選
定

（
指
定
）
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
県
に
対
し
、
業

者
選
定
に
際
し
て
は
、
住
民
生

活
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
よ
う

な
対
応
が
で
き
る
業
者
の
選
定

を
お
願
い
し
て
お
り
、
今
後
も

続
け
て
働
き
掛
け
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

現
状
に
お
い
て
は
、
中
森
議

員
が
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
村
外

業
者
が
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
万
一
の
際
の
出
動
体
制
に

つ
い
て
、
県
に
業
者
指
導
を
徹

底
し
て
い
た
だ
く
よ
う
折
に
ふ

れ
て
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

て
お
り
、
非
常
時
に
頼
り
に
な
る

の
は
地
域
に
住
み
日
頃
か
ら
訓
練

を
重
ね
る
消
防
団
員
で
あ
る
こ
と

か
ら
消
防
団
の
拡
充
・
環
境
整
備

に
は
で
き
る
限
り
配
慮
を
重
ね
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
奈
良

県
下
で
は
自
助
・
共
助
・
公
助
の

観
点
か
ら
自
主
防
災
組
織
の
結
成

及
び
育
成
を
進
め
て
い
ま
す
。
本

村
に
お
い
て
も
平
成
19
年
に
は
全

区
よ
り
自
主
防
災
組
織
の
承
諾
を

頂
い
て
お
り
、
消
防
団
員
又
は
Ｏ

Ｂ
が
各
区
民
で
あ
る
こ
と
か
ら
防

災
意
識
の
向
上
啓
発
及
び
災
害
時

の
各
区
民
状
況
の
把
握
等
の
役
割

を
お
願
い
し
、
今
後
は
区
と
も
自

主
防
災
の
環
境
整
備
を
進
め
る
予

定
で
す
。

次
に
、
２
点
目
の
質
問
に
つ
い

て
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

村
内
に
は
国
道
・
県
道
及
び
村

道
が
通
じ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
国

道
・
県
道
に
つ
き
ま
し
て
は
、
県

（
吉
野
土
木
事
務
所
）
が
、
村
道

に
お
き
ま
し
て
は
、
村
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
道
路
の
維
持
・
管
理
を
行

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
県
道
に
土
砂
崩
れ

な
ど
の
事
故
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
県
の
管
理
責
任
に
お
い
て
復

旧
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
対
応
業
者
の
指
定
も
当
然
な

害
が
発
生
し
た
場
合
、
災
害
対
策

本
部
を
設
置
し
ま
す
。
本
部
長
は

村
長
で
、
副
本
部
長
は
教
育
長
及

び
参
事
と
な
り
、
総
務
課
長
が
核

と
な
り
村
職
員
が
配
備
さ
れ
ま

す
。
配
備
は
例
え
災
害
が
発
生
し

て
い
な
く
て
も
危
険
度
に
合
わ
せ

て
第
１
次
配
備
か
ら
第
３
次
配
備

ま
で
配
備
体
制
が
組
ま
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
警
報
等
の
状

況
に
よ
り
、
軽
微
な
場
合
は
村
長

以
下
総
務
課
長
・
産
業
建
設
課

長
・
保
健
福
祉
課
長
が
役
場
に
お

い
て
待
機
、
災
害
の
発
生
が
予
見

さ
れ
る
場
合
は
、
教
育
委
員
会
・

診
療
所
を
含
め
残
り
の
課
長
等
が

各
勤
務
地
に
お
い
て
待
機
す
る
体

制
を
と
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
対
応
に
つ
い
て
は
毎
年
人

事
異
動
の
度
に
見
直
し
を
図
り
、

ま
た
、
職
員
は
宿
日
直
の
際
に
緊

急
時
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
確
認
を
徹
底

し
て
お
り
、
消
防
連
携
訓
練
の
際

は
ほ
ぼ
全
職
員
が
訓
練
に
加
わ
り

非
常
時
の
動
き
に
つ
い
て
確
認
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
消
防
・

警
察
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
も

平
時
か
ら
各
種
情
報
交
換
を
お
こ

な
っ
て
お
り
、
災
害
時
に
は
災
害

対
策
本
部
の
一
員
（
機
関
）
と
し

て
活
動
し
て
頂
き
ま
す
。

た
だ
、
村
職
員
の
数
は
限
ら
れ

本
村
は
、
高
齢
化
率
は
40
％
強
と

村
民
の
約
半
数
が
高
齢
者
の
村
で

ご
ざ
い
ま
す
。
い
ざ
、
警
報
が
出

れ
ば
、
地
域
住
民
の
安
全
の
た
め

消
防
団
員
が
一
生
懸
命
に
頑
張
っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
時
点
で

の
村
と
し
て
の
対
応
に
つ
い
て
、

地
域
、
消
防
、
警
察
、
役
場
内
部
、

ま
た
、
学
校
関
係
と
の
連
携
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら

れ
る
の
か
お
聞
か
せ
願
い
た
い
。

２
点
目
は
、
県
道
が
通
行
不
能

と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
復
旧
に
県

指
定
の
業
者
が
決
ま
っ
て
い
る
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
業
者
に

つ
い
て
は
、
村
内
業
者
で
な
く
村

外
業
者
で
あ
る
こ
と
も
聞
い
て
お

り
ま
す
。
緊
急
の
場
合
、
村
外
の

業
者
で
も
間
に
合
う
の
か
ど
う

か
、
そ
の
辺
も
お
聞
か
せ
願
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

辻
村
村
長
答
弁

災
害
等
発
生
時
に
お
け
る
対
応

等
の
体
制
に
つ
い
て
１
点
目
の
質

問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
本
村
の
危
機
管
理
体
制

に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。
災

万
円
を
支
給
し
て
お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
平
成
13
年
度
以
降
、

村
の
収
入
の
約
60
％
を
占
め
る

国
か
ら
の
地
方
交
付
税
収
入
が

年
を
追
っ
て
少
な
く
な
り
、
そ

れ
ま
で
村
が
や
っ
て
き
た
事
業

を
そ
の
ま
ま
進
め
て
い
く
こ
と

に
支
障
が
で
て
く
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
村
に
住
ん
で

い
る
村
民
の
皆
様
が
生
活
し
て

い
く
う
え
で
、
特
に
必
要
な
お

金
を
な
ん
と
か
確
保
し
て
い
く

た
め
に
、
や
む
な
く
、
い
ろ
い

ろ
な
経
費
を
縮
小
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
こ
の
弔
慰
金

も
平
成
16
年
度
に
３
万
円
に
、

平
成
17
年
度
に
２
万
円
に
、
そ

し
て
、
平
成
18
年
度
か
ら
は
、

１
万
円
と
さ
せ
て
頂
い
て
お
り

ま
す
。

現
状
で
は
本
村
を
除
い
た
吉

野
郡
10
町
村
の
う
ち
、
弔
慰
金

を
お
渡
し
し
て
い
る
町
村
は
２

村
の
み
で
あ
る
事
、
黒
滝
村
善

意
銀
行
よ
り
ご
寄
贈
い
た
だ
い

た
霊
柩
車
の
使
用
料
も
、
今
年

度
よ
り
無
料
化
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
事
、
ま
た
、
今
後
に

お
い
て
も
、
村
の
収
入
が
大
き

く
増
え
る
事
は
期
待
で
き
な
い

阪
中
議
員
質
問

本
村
の
主
産
業
で
あ
り
ま
す
林

業
の
低
迷
、
原
油
の
高
騰
、
不
況
、

イ
ン
フ
レ
が
進
行
し
て
い
る
中
、

「
格
差
社
会
」
が
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
働
い
て
も
、
働
い
て
も
低

賃
金
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
若

者
が
増
加
し
て
い
る
現
在
で
す
。

生
活
費
等
の
値
上
が
り
は
、
村

民
の
負
担
は
増
え
る
ば
か
り
で
あ

り
、
ま
た
、
年
々
、
人
口
が
減
少

し
て
い
く
本
村
に
お
い
て
も
、
今

後
、
村
民
の
負
担
が
大
き
く
な
っ

て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
中
で
、
村
民
の
中
に
は
、
子
育

て
真
っ
最
中
の
方
も
お
ら
れ
、
大

変
、
家
計
を
圧
迫
さ
れ
て
い
る
と

お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
。

村
に
お
い
て
は
、
数
年
前
か
ら
、

「
こ
ど
も
」
に
対
す
る
補
助
金
の

カ
ッ
ト
も
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
以

前
は
、
高
校
に
通
う
こ
ど
も
を
持

つ
保
護
者
に
対
す
る
、「
通
学
費

補
助
制
度
」
が
あ
り
ま
し
た
が
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
後
に
は
、
村
内

の
奈
良
交
通
バ
ス
運
行
の
廃
止
も

あ
り
、
ま
た
、
小
中
学
校
へ
の

「
修
学
旅
行
費
補
助
」
に
つ
い
て

は
、
現
在
で
は
、
三
分
の
一
ま
で

カ
ッ
ト
さ
れ
る
な
ど
、
親
へ
の
負

担
は
益
々
増
え
る
ば
か
り
で
あ

り
、
家
族
揃
っ
て
の
都
市
部
へ
の

転
出
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

将
来
的
に
、
若
者
が
少
し
で
も

長
く
住
め
る
村
づ
く
り
を
し
な
く

て
は
、
あ
る
時
期
か
ら
村
を
離
れ

る
住
民
が
増
え
る
と
思
わ
れ
ま

す
。ま

た
、
交
付
税
を
考
え
る
と
き
、

村
民
一
人
に
対
し
、
お
よ
そ
60
万

円
と
い
う
金
額
は
、
黒
滝
村
に
と

っ
て
大
き
な
収
入
で
も
あ
り
ま

す
。
将
来
を
考
え
ま
す
と
「
こ
ど

も
」
を
対
象
と
し
た
補
助
制
度
は

も
と
よ
り
、
保
護
者
に
対
す
る
何

ら
か
の
補
助
制
度
も
今
後
は
必
要

で
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。

そ
こ
で
、
村
長
に
お
尋
ね
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
21
年
度
予
算
に

お
い
て
、
村
民
の
負
担
を
少
し
で

も
軽
減
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
予
算
組
み
を
し
て
い
く
の
か
、

具
体
的
な
施
策
を
お
聞
か
せ
願
い

た
い
。
ま
た
、
住
民
が
将
来
に
向

け
て
夢
や
希
望
を
持
っ
て
、
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
村
づ
く
り
に
つ
い

て
の
、
今
後
の
取
り
組
み
も
お
聞

か
せ
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

事
等
か
ら
、
現
時
点
で
は
弔
慰
金

の
増
額
に
つ
い
て
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
、
是
非

ご
理
解
を
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。

た
だ
し
、
次
年
度
中
に
於
い
て

は
平
成
22
年
度
以
降
の
新
行
財
政

改
革
大
綱
の
策
定
に
向
け
て
の
検

討
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
総

合
的
に
事
業
費
・
補
助
金
等
の
再

構
築
を
行
う
中
で
、
こ
の
件
に
つ

き
ま
し
て
も
見
直
し
に
つ
き
再
検

討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

な
お
、
質
問
の
中
に
あ
り
ま
し

た
火
葬
場
の
施
設
を
建
設
す
る
た

め
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
近
隣
村

の
施
設
建
設
費
を
調
べ
さ
せ
て
頂

い
た
と
こ
ろ
、
１
施
設
の
建
物
建

設
で
約
７
５
、
０
０
０
千
円
、
ま

た
、
葬
儀
場
を
毎
年
維
持
し
て
い

く
た
め
の
経
費
は
、
約
１
、
１
０

０
千
円
、
そ
し
て
10
年
に
一
度
は

火
葬
炉
の
修
繕
工
事
に
多
額
の
費

用
が
必
要
と
な
る
と
聞
き
及
ん
で

い
ま
す
。

辻
村
村
長
答
弁

先
ほ
ど
の
堀
口
議
員
の
質
問

時
に
も
答
え
さ
せ
て
頂
い
た
と

お
り
、
平
成
13
年
以
降
の
地
方

交
付
税
収
入
の
減
少
に
伴
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
費
を
縮
小
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

阪
中
議
員
の
質
問
の
中
の

「
通
学
費
補
助
制
度
」
等
に
つ
い

て
も
平
成
16
年
に
廃
止
対
象
と

な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

村
の
財
政
状
況
を
考
え
た
場

合
、
今
の
時
点
で
は
す
ぐ
に
こ

れ
を
や
り
ま
す
と
は
申
せ
ま
せ

ん
が
、
現
状
を
把
握
し
つ
つ
実

現
可
能
な
補
助
等
を
21
年
度
の

予
算
編
成
に
向
け
て
今
後
も
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
の
堀

口
議
員
の
答
弁
で
お
話
し
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
が
、
次
年
度
か

ら
の
平
成
22
年
度
以
降
の
新
行

財
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
際
し
、

総
合
的
な
事
業
費
・
補
助
金
の

再
構
築
を
行
う
中
で
、
見
直
し

再
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
の
で
議
員
各

位
の
ご
協
力
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
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一般会計・歳出1,358,649,262円

地方交付税（57.78％）
824,073,000円

村債（6.56％）
93,600,000円

村税（5.66％）
80,692,395円

県支出金（4.94％）
70,441,528円

繰入金（0.04％）
523,960円

繰越金（7.31％）
104,307,004円

使用料及び手数料
10,455,948円（0.73％）

地方消費税交付金
9,467,000円（0.66％）

自動車取得税交付金
9,038,000円（0.63％）

分担金及び負担金
8,710,120円（0.61％）

地方特例交付金
427,000円（0.03％）

財産収入（0.26％）
3,756,236円

利子割交付金
516,000円（0.04％）

株式等譲渡所得割交付金
500,000円（0.04％）

配当割交付金
739,000円（0.05％）

交通安全対策特別交付金
443,000円（0.03％）

国庫支出金（12.22％）
174,309,779円

地方譲与税（1.16％）
16,480,000円

諸収入（1.18％）
16,892,048円

寄付金（0.06％）
799,024円

災害復旧費（13.16％）
178,732,440円

労働費（0.29％）
3,963,800円

議会費（2.77％）
37,633,301円

消防費（3.68％）
50,006,839円

商工費（1.84％）
24,972,865円

教育費（9.29％）
126,174,912円

民生費（12.11％）
164,498,787円

総務費（16.10％）
218,786,042円

公債費（21.08％）
286,427,227円

農林水産業費（7.19％）
97,735,504円

土木費（3.80％）
51,634,173円

衛生費（8.69％）
118,083,372円

■　村　債（借入金）

■　基　金（貯金）

前年度末未償還元金 平成19年度借入額 平成19年度償還元金 平成19年度末未償還元金

2,304,418千円 139,100千円 322,206千円 2,121,312千円

山林造成基金　　　　　 23,470 千円

修学修業基金　　　　　　 7,990千円

農業災害補償基金　　　　 1,342千円

財政調整基金　　　　　 272,968千円

中央公民館基金　　　　　 2,520 千円

智光基金　　　　　　　　 5,000千円

国民健康保険 1,000千円高額療養貸付基金　　　　　　　　　

ふるさと創生基金　　　 107,520千円

林業後継者育成基金　　 16,810 千円

村営住宅基金　　　　　 89,396千円

減債基金　　　　　　　　 1,140千円

地域振興基金　　　　　 73,372千円

土地開発基金　　　　　 11,973千円

中山間ふるさと水と土 6,030千円保全基金　　　　　　　　

国民健康保険財政調整基金 20,757千円

介護保険財政調整基金　　 20,654千円

林業振興基金　　　　　　 2,158千円

診療所施設減損積立金　　　 840千円

合　　計　　 664,940千円

基基金・金・村債の状況村債の状況

歳　　　入

国民健康保険 83 , 9 3 0 , 0 2 4
1 0 4 , 8 5 0 , 8 5 2

5 4 , 3 8 1 , 7 5 7

7 2 , 6 0 1 , 4 7 8
7 2 , 7 1 2 , 2 1 6

5,714,248

110,738

89,035下 水 道 事 業

簡易水道事業

会 計 名 歳　　　出

歳　　　入

1 9 9 , 7 5 2 , 4 5 6

1 , 3 5 8 , 6 4 9 , 2 6 2

歳　　　出

1 , 4 2 6 , 1 7 1 , 0 4 2

1 9 4 , 7 3 7 , 2 9 5

国民健康保険

差 　 引
（次年度に繰越）

67,521,780

差 　 引
（次年度に繰越）

5,015,161老人保健

特 別 会 計

一般会計

（一般会計からの繰入金）

事 業 勘 定

（7,957 ,594）

（0）

（18 ,380 ,000）

（33 ,575 ,000）

単単位位：：円円

54 , 2 9 2 , 7 2 2

1 6 6 , 4 6 0 , 4 8 0
1 7 2 , 1 7 4 , 7 2 8
（29 ,120 ,800）

一般会計・歳入1,426,171,042円

20,920,828

広報くろたき　

診療施設勘定



地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全

化
に
関
す
る
法
律
の
定
め
に
よ

り
、
健
全
化
判
断
比
率
の
公
表
を

行
い
ま
す
。

法法法法
律律律律
のののの
概概概概
要要要要

健
全
化
判
断
比
率
の
公
表

地
方
公
共
団
体
は
、
毎
年
度
、

次
の
健
全
化
判
断
比
率
を
監
査
委

員
の
審
査
に
付
し
た
上
で
、
議
会

に
報
告
し
、
住
民
に
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率
（
全
会
計

の
実
質
赤
字
等
の
標
準
財
政
規
模

に
対
す
る
比
率
）

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率
（
公
営
企
業
、

出
資
法
人
等
を
含
め
た
普
通
会
計

の
実
質
的
負
債
の
標
準
財
政
規
模

に
対
す
る
比
率
）

早
期
健
全
化
基
準

比
率
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
早

期
健
全
化
基
準
以
上
の
場
合
に

は
、
財
政
健
全
化
計
画
を
定
め
、

議
会
の
議
決
を
経
て
、
速
や
か
に

住
民
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
総

務
大
臣
・
県
知
事
へ
報
告
す
る
。

ま
た
、
毎
年
度
、
計
画
の
実
施
状

況
を
議
会
に
報
告
し
、
住
民
に
公

表
す
る
。

計
画
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、

財
政
の
早
期
健
全
化
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
総
務
大
臣
又
は
県
知
事
は
必

要
な
勧
告
を
行
う
。

財
政
再
生
基
準

比
率
の
う
ち
実
質
赤
字
比
率
、

連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債

費
比
率
が
財
政
再
生
基
準
以
上
の

場
合
に
は
、
財
政
再
生
計
画
を
定

め
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
速
や

か
に
住
民
に
公
表
す
る
と
と
も

に
、
総
務
大
臣
に
協
議
し
、
同
意

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

毎
年
度
、
計
画
の
実
施
状
況
を
議

会
に
報
告
し
、
住
民
に
公
表
す
る
。

計
画
に
総
務
大
臣
の
同
意
を
得

て
い
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
災
害

復
旧
事
業
を
除
き
地
方
債
の
起
債

が
で
き
な
い
。

外
部
監
査

財
政
健
全
化
判
断
比
率
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
が
早
期
健

全
化
基
準
以
上
と
な
っ
た
場

合
等
に
は
、
個
別
外
部
監
査

契
約
に
基
づ
く
監
査
を
求
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

財財
政政
健健
全全
化化

判判
断断
比比
率率
にに
つつ
いい
てて

公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足

比
率現

在
の
と
こ
ろ
資
金
不
足

の
発
生
は
な
し
。

※
計
画
の
策
定
や
、
外
部
監

査
に
つ
い
て
は
平
成
20
年
度

決
算
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

標準財政規模標準財政規模 実質赤字比率実質赤字比率 連結実質赤字比率連結実質赤字比率 実質公債比率実質公債比率

早期健全化基準早期健全化基準

財政再生基準財政再生基準

794,126794,126千円千円

20.0020.00 40.0040.00 35.035.0

15.0015.00 20.0020.00 25.025.0 350.0350.0

－－5.015.01
（（黒字黒字））

－－10.9710.97
（（黒字黒字）） 19.719.7 79.979.9

（（単位：％単位：％））

将来負担比率将来負担比率

議 会 費

公 債 費災害復旧費教 育 費消 防 費

土 木 費商 工 費農林水産業費労 働 費

衛 生 費民 生 費総 務 費

議会の活動・運営に使
われました。

事業を行うための借入
金の元金と利子の償還
金です。

災害の復旧に使われま
した。

学校教育・社会教育・
保健体育活動などに使
われました。

消火活動・災害・事故
などの救急活動に使わ
れました。

道路・河川・住宅など
の建設や管理などに使
われました。

商工業の発展と、観光
振興などに使われまし
た。

農業・林業・水産業の
振興対策に使われまし
た。

労働者の退職金などの
補助に使われました。

各保健衛生事業・ゴミ
等の清掃業務などに使
われました。

社会福祉・児童福祉・
老人福祉などに使われ
ました。

事務・管理・企画・選
挙などに使われました。

3 7 , 1 5 0 円 116 , 5 6 8円162 , 3 8 8円215 , 9 7 8円

3 , 9 1 3 円 5 0 , 9 7 2 円2 4 , 6 5 2 円9 6 , 4 8 1 円

4 9 , 3 6 5 円 282 , 7 5 1円176 , 4 3 9円124 , 5 5 6円

１人当たり　1,341,213円、１世帯当り　3,313,778円
《 平成20年３月末現在、人口1,013人・410世帯で算出 》

村村村村 民民民民 １１１１ 人人人人 当当当当 たたたた りりりり にににに 使使使使 わわわわ れれれれ たたたた おおおお 金金金金 はははは …………

１人当たり　79,656円、１世帯当り　196,810円

村村村村 民民民民 １１１１ 人人人人 当当当当 たたたた りりりり がががが 納納納納 めめめめ たたたた 村村村村 税税税税 はははは …………

《 平成20年3月末現在、人口1,013人・410世帯で算出 》

１人当たりの内訳は…

平
成
19
年
度
の
黒
滝
村
の

決
算
が
ま
と
ま
り
、
９
月
４

日
か
ら
開
か
れ
た
平
成
20
年

第
７
回
黒
滝
村
議
会
定
例
会

で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

決
算
と
は
、
村
が
１
年
間

に
使
っ
た
金
額
と
財
源
と
し

て
入
っ
た
金
額
を
ま
と
め
た

も
の
で
、
み
な
さ
ん
の
納
め

て
い
た
だ
い
た
大
切
な
税
金

を
村
が
ど
の
よ
う
に
使
っ
た

か
の
実
績
報
告
と
も
い
え
ま

す
。

○
一
般
会
計

村
の
会
計
は
い
く
つ
か
に

分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

う
ち
平
成
19
年
度
の
一
般
会

計
の
歳
入
（
村
に
入
っ
た
お

金
）
と
、
昨
年
度
よ
り
の
繰

越
金
１
億
４
３
０
万
円
余
り
、

及
び
以
前
か
ら
積
み
立
て
て

あ
っ
た
林
業
振
興
基
金
の
一

部
を
取
り
崩
し
繰
り
入
れ
し

た
歳
入
総
額
は
、
14
億
２
６

１
７
万
１
０
４
２
円
、
歳
出

（
村
が
使
っ
た
お
金
）
の
総
額

は
、
13
億
５
８
６
４
万
９
２

６
２
円
で
、
歳
入
か
ら
歳
出

を
差
し
引
く
と
６
７
５
２
万

１
７
８
０
円
で
翌
年
度
へ
繰

り
越
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

平平平平成成成成１１１１９９９９年年年年度度度度 決決決決 算算算算 報報報報 告告告告黒黒
滝滝
村村

広報くろたき　



※
ご
注
意
下
さ
い
！

「
黒
滝
村
あ
ふ
れ
る
緑
の
ふ
る
さ
と
寄

付
」
は
黒
滝
村
を
応
援
し
た
い
と
い
う

お
気
持
ち
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（2）産業に関する事業
・地域産業の再生と新産業の創出
・地域資源を生かした観光交流事業

（3）教育文化に関する事業
・教育振興に関する事業
・文化保全に関する事業

（4）その他目的達成のために　　
村長が必要と認める事業

・指定がなかった場合に、
村長の判断で活用する。

○住民税－税額控除○住民税－税額控除

○所得税－所得控除○所得税－所得控除

次のいずれか低い方の金額
ア　寄付金の合計額
イ　年間所得金額の４０％相当額

－５，０００円　＝ 控除される額控除される額

地方公共団体に
対する寄付金

－５，０００円 ×１０％　＝
住民税の住民税の

基本控除額基本控除額（（ＡＡ））

地方公共団体に
対する寄付金

－５，０００円
９０％

－０～４０％
× ＝

住民税の住民税の

特例控除額特例控除額（（ＢＢ））

寄付された方に適用される所得税の税率 個人住民税所得割額の１割を限度

ふるさと納税ふるさと納税（（寄付金寄付金））の制度のしくみの制度のしくみ

地方公共団体へ５，０００円（下限額）を超える寄付を行ったとき、
一定の限度額まで所得控除及び税額控除を受けることができます。

寄付金寄付金（（基金基金））でで

行う事業行う事業

黒滝村では、ご寄付い
ただく皆さんの想いに応
えるために、次の事業を
設けました。
ご寄付いただくとき

に、想いに一番近いもの
を選んでいただきます。

寄寄
　　
付付
　　
者者

特典

特産品
や宿泊
施設の
割引券
など

こ
の
制
度
は
、「
ふ
る
さ

と
」
を
応
援
し
た
い
と
い
う

納
税
者
の
方
々
の
思
い
を
実

現
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団

体
に
寄
付
し
た
場
合
、
住
民

税
や
所
得
税
を
一
定
限
度
ま

で
控
除
す
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ

と
納
税
は
、
ふ
る
さ
と
へ
贈

る
寄
付
金
の
こ
と
で
、
都
道

ふふ
るる
ささ
とと
応応
援援
基基
金金

へへ
のの
寄寄
付付
のの
おお
願願
いい

黒黒
　　
滝滝
　　
村村

①申し込み①申し込み

②送付案内②送付案内

③寄付③寄付

④領収書④領収書

事業実施と公表事業実施と公表

寄付金を活用した事業を実施します寄付金を活用した事業を実施します

寄付金の運用状況を毎年度公表します寄付金の運用状況を毎年度公表します

⑤申告⑤申告

⑥還付⑥還付

⑦税控除⑦税控除

住所地の住所地の

市町村市町村

近くの近くの

税務署税務署

③の寄付に関し④の
領収書を添付の上、
翌年の３月１５日ま
でに確定申告します

住民税が控除されます

寄付金受領証明書を送付します

寄付をします

書面でお申込をいただきます

所得税が還付されます

ふるさと寄付金の流れふるさと寄付金の流れ
※黒滝村へ５，０００円を超える寄付を行った場合の流れ

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
盛
り
込
ま
れ
た
「
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正

を
改
正
す
る
法
律
」
が
平
成
20
年
４
月
30
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

府
県
及
び
市
町
村
の
双
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
黒
滝
村
も
ふ
る

さ
と
納
税
の
制
度
を
受
け
ま

し
て
、
広
く
全
国
の
皆
様
に

ご
協
力
を
呼
び
か
け
て
応
援

基
金
と
し
て
の
寄
付
を
受
け

る
た
め
「
黒
滝
村
あ
ふ
れ
る

緑
の
ふ
る
さ
と
寄
付
条
例
」

を
制
定
し
ま
し
た
。

（1）暮らしに関する事業
・地域における医療供給体制の整備充実
・少子高齢化に対応した

安心できる暮らしの充実
・環境に配慮した

持続可能な暮らしの実現
・移住、定住の促進
・地域の公共交通の活性化
・情報通信基盤の整備充実

ががががんんんんばばばばれれれれ
黒黒黒黒滝滝滝滝村村村村！！！！

黒黒 滝滝 村村

広報くろたき　

「
黒
滝
村
ふ
る
さ
と
応
援
基
金
」
を
語
っ
た
寄
付
の

強
要
な
ど
、
不
当
な
請
求
を
行
う
詐
欺
行
為
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。



◆
対
象
　
村
内
在
住
の
成
人

◆
日
時
　
10
月
22
日
（
水
）

午
前
10
時
〜
午
後
１
時

◆
場
所
　
黒
滝
村
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

◆
費
用
　
無
料

◆
持
参
品
　
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

◆
申
込
　
役
場
保
健
福
祉
課
ま
た
は

食
生
活
改
善
推
進
員

◆
締
切
　
　
10
月
14
日
（
火
）

◆
問
合
せ
　
役
場
保
健
福
祉
課

社
会
教
育
委
員
と
体
育
指
導
委
員
共

催
の
村
内
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
開
催
し
ま

す
。
歴
史
を
聞
き
な
が
ら
百
貝
ヶ
岳
野

草
園
、
鳳
閣
寺
等
と
い
っ
た
魅
力
あ
ふ

れ
る
場
所
を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。
皆

様
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

◆
日
時
　
10
月
19
日
（
日
）

午
前
８
時
10
分
集
合

◆
集
合
場
所
　
黒
滝
村
中
央
公
民
館
前

◆
対
象
　
村
内
居
住
者
及
び
村
内
に
勤

務
す
る
者

◆
コ
ー
ス
　
寺
戸
〜
鳥
住
ま
で
の
往
復

◆
参
加
申
込
　
10
月
14
日
（
火
）
ま
で

に
教
育
委
員
会
事
務
局
（
@
６
２
‐
２

３
１
４
）
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

◆
参
加
費
　
１
名
　
３
０
０
円
（
当
日

公
民
館
に
て
集
め
ま
す
。）
つ
り
銭
の

な
き
よ
う
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

◆
そ
の
他
　
弁
当
、
水
筒
、
タ
オ
ル
を

持
参
し
て
下
さ
い
。

雨
天
の
場
合
は
、
当
日
午
前
７
時
に
防

災
無
線
で
放
送
し
、
10
月
26
日
（
日
）

に
延
期
し
ま
す
。

黒
滝
村
文
化
祭
の
開
催
に
合
わ
せ
ま

し
て
、
公
民
館
講
座
の
チ
ェ
ア
エ
ク
サ

サ
イ
ズ
教
室
の
先
生
で
あ
る
三
浦
弘
美

先
生
を
講
師
に
迎
え
、
ヨ
ガ
教
室
を
開

催
し
ま
す
。

男
女
を
問
わ
ず
、
だ
れ
で
も
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
、
ス
ト
レ
ス
の
発
散
や

日
ご
ろ
の
運
動
不
足
の
解
消
に
も
な
り

ま
す
。
皆
様
お
誘
い
あ
わ
せ
の
う
え
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
　
11
月
８
日
（
土
）

午
後
２
時
〜
午
後
３
時

◆
場
所
　
黒
滝
村
中
央
公
民
館

（
２
階
お
も
ち
ゃ
図
書
館
）

◆
参
加
申
込
　
11
月
４
日
（
火
）
ま
で

に
、
教
育
委
員
会
事
務
局
（
@
６
２
‐

２
３
１
４
）
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

◆
必
要
な
物
　
体
操
の
で
き
る
服
装
・

タ
オ
ル
等

◆
問
合
せ
　
教
育
委
員
会
事
務
局

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

す
方
は
、
保
険
料
の
納
め
方
を

年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
か
ら
、

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
役
場

保
健
福
祉
課
ま
で
、
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

〜〜
所所
得得
税税
及及
びび
個個
人人
住住
民民
税税
のの

社社
会会
保保
険険
料料
控控
除除
のの
適適
用用
にに
つつ
いい
てて
〜〜

社
会
保
険
料
控
除
と
は
、
自
分
自
身
の

社
会
保
険
料
を
支
払
っ
た
と
き
、
ま
た
は
、

生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親

族
の
負
担
す
べ
き
社
会
保
険
料
を
支
払
っ

た
時
に
受
け
ら
れ
る
所
得
控
除
の
こ
と

で
、
そ
の
支
払
っ
た
方
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
い
て
、
保

険
料
の
徴
収
方
法
は
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
の
特
別
徴
収
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
保
険
料
の
納

付
に
つ
い
て
は
年
金
の
受
給
者
自
身
で
あ

る
た
め
、
そ
の
年
金
の
受
給
者
に
社
会
保

険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

上
記
②
の
条
件
を
満
た
す
方
に
つ
い
て

は
、
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
の
口
座
か
ら

の
振
替
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合

の
社
会
保
険
料
控
除
は
、
口
座
振
替
に
よ

り
保
険
料
を
支
払
っ
た
世
帯
主
ま
た
は
配

偶
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く

だ
さ
い
。

（
※
保
険
料
を
支
払
っ
た
方
の
所
得
及
び

個
人
住
民
税
の
負
担
額
が
下
が
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

①

国
民
健
康
保
険
税
を
、
こ
の

２
年
間
、
滞
納
な
く
納
め
て
い
た

だ
い
て
い
た
方
。

→→

ご
本
人
の
口
座
か
ら
の

振
替
が
可
能

②

年
金
収
入
が
年
間
１
８
０
万

円
未
満
の
方
で
、
代
わ
り
に
納
め

て
く
れ
る
世
帯
主
、

ま
た
は
配
偶
者
が
い
る
方
。

→→

世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
の

口
座
か
ら
の
振
替
が
可
能

※
申
請
か
ら
口
座
振
替
の
開

始
ま
で
２
〜
３
カ
月
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い

平
成
20
年
９
月
１
日
か
ら
黒
滝

村
診
療
所
に
お
い
て
禁
煙
外
来
を

始
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
薬
や

お
話
に
よ
っ
て
禁
煙
を
応
援
す
る

も
の
で
、
誰
で
も
保
険
診
療
内
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

タ
バ
コ
は
吸
っ
て
い
る
方
だ
け

で
な
く
、
周
り
の
方
の
健
康
も
損

な
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

多
く
の
ガ
ン
や
脳
梗
塞
、
心
筋
梗

塞
な
ど
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

現
在
、
禁
煙
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ

れ
る
方
が
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
ま

す
。
真
剣
に
禁
煙
を
考
え
て
い
る

方
は
も
ち
ろ
ん
、
禁
煙
は
し
た
い

け
れ
ど
、
ま
だ
迷
っ
て
い
る
方
や

自
信
が
な
い
方
な
ど
、
ま
ず
は
診

療
所
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

たた
ばば
ここ
のの
害害
をを
知知
りり
、、

禁禁
煙煙
をを
すす
すす
めめ
よよ
うう
　　

――
健健
康康
くく
ろろ
たた
きき
2211
――

〜〜
診診
療療
所所
〜〜

禁禁
煙煙
外外
来来
始始
めめ
まま
しし
たた
！！

本
村
の
選
挙
管
理
委
員
で
あ
っ
た

青
木
　
保
氏
（
鳥
住
）

が
８
月
末
日
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
、

そ
の
後
任
と
し
て
９
月
１
日
よ
り

中
井
　
肇
氏
（
笠
木
）

が
同
委
員
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

青
木
さ
ん
に
は
、
平
成
11
年
７
月

よ
り
９
年
余
の
永
き
に
わ
た
り
、
村

の
選
挙
管
理
、
執
行
に
あ
た
り
多
大

の
労
に
尽
く
し
て
い
た
だ
き
、
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

委
員
の
み
な
さ
ま
の
ご
活
躍
を
祈

念
い
た
し
ま
す
。

【
選
挙
管
理
委
員
】（
敬
称
略
）

委
員
長
　
山
口
　
哲
雄
（
赤
滝
）

委
　
員
　
家
治
　
久
男
（
寺
戸
）

委
　
員
　
大
谷
　
文
夫
（
桂
原
）

委
　
員
　
中
井
　
肇
　
（
笠
木
）

選選
挙挙
管管
理理
委委
員員
のの

補補
充充
にに
つつ
いい
てて

（
入
札
日
　
８
月
29
日
）

村
道
北
野
線
道
路
改
良
（
舗
装
）
工
事

●
施
行
場
所

大
字
赤
滝

●
落
札
者

（
有
）
ほ
り
ぐ
ち
　
堀
口
敬
子

●
工
　
期

着
工
　
20
年
９
月
１
日

竣
工
　
20
年
11
月
28
日

●
落
札
金
額
（
消
費
税
含
む
）

８
９
２
万
５
０
０
０
円

入入入入

札札札札

結結結結

果果果果

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

申申
請請
すす
るる
とと
、、
口口
座座
振振
替替
でで
保保
険険
料料
をを

納納
めめ
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
るる
よよ
うう
にに
なな
りり
まま
しし
たた
！！

村村
内内
ウウ
ォォ
ーー
キキ
ンン
ググ

参参
加加
者者
募募
集集

ヨヨ
ガガ
教教
室室
参参
加加
者者
募募
集集

いい
きき
いい
きき
料料
理理
教教
室室

―
食
生
活
改
善
推
進
員
と
と
も
に
―

広報くろたき　

◆
募
集
種
目

任
期
制
自
衛
官

『
２
等
陸
・
海
・
空
士
』

◆
受
験
資
格

18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
男
子

◆
受
付
期
間

平
成
20
年
10
月
24
日
（
金
）
ま
で

◆
試
験
日
時

平
成
20
年
10
月
26
日
（
日
）

◆
合
格
発
表

11
月
中

◆
採
用

３
月
末
又
は
４
月
初
旬

◆
そ
の
他

一
任
期
　
　
　
陸：

２
年

海
・
空：

３
年

二
任
期
目
以
降
は
２
年
一
任
期

問
合
せ

自
衛
隊
五
條
地
域
事
務
所

@
０
７
４
７
‐
２
２
‐
３
７
８
９

任任
期期
制制
自自
衛衛
官官
募募
集集



黒滝村人権・同和問題啓発推進本部

毎月11日は

『人人権権をを確確かかめめああうう日日』です
人権とは、人間が幸せに生きて
いく権利です。
すべての人間が生まれながらに
持っている基本的な権利です。

広報くろたき　

11110000月月月月 33331111日日日日((((金金金金))))

住　民　税住　民　税 第３期第３期
国民健康保険税　国民健康保険税　 第４期第４期
介護保険料介護保険料 第４期第４期
後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料

第４期第４期

税税税税 等等等等 のののの 納納納納 期期期期

中央公民館図書コーナーには約４，５００冊の本があります。
あなたの探していた本もあるかもしれませんので、どしどしご利
用ください。

■貸 し 出 し 日 月～金曜日（祝日は休み）
■貸し出し期間 ２週間
※ただし、それ以上になる場合は教育委員会事務局へ、連絡してください。

■今月のおすすめ

（読み物）僕にできないこと。僕にしかできないこと。／春山　満
「もうおしまい」と思ったところから道が開ける。首から下

がまったく動かない、福祉・介護ビジネスの旗手。―僕は奇跡
の成功者じゃない。人間の無限の可能性を信じたいだけ―。
２４歳で進行性筋ジストロフィーを発症、首から下の運動機能
を失うが、福祉機器開発やコンサルティングを手がけ、介護・
福祉ビジネスのリーダー的存在となった著者からのメッセージ。
「人生って決して捨てたもんじゃない」と勇気をくれる１冊。
（文学）戦場のニーナ／なかにし礼
（読み物）夜明けの新聞の匂い／曾野綾子
（児童書）心うたれるほんとうにあった話／川村たかし　監修

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

10
月
６
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
正
午

下
市
町
の
お
友
達
と
一
緒
に
！

『
プ
チ
運
動
会
』

お
も
ち
ゃ
図
書
館

社
会
福
祉
協
議
会

@
６
２
‐
２
８
５
０

ひひ
なな
っっ
ここ
きき
っっ
ずず

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

10
月
７
日
（
火
）

午
後
１
時
10
分
〜
午
後
２
時

身
体
測
定
等

診
療
所

母
子
健
康
手
帳

役
場
保
健
福
祉
課

すす
くく
すす
くく
相相
談談

行行行行 政政政政 相相相相 談談談談

1010月月1717日日（（金金））

午後１時～午後１時～

役場委員会室役場委員会室

た
く
さ
ん
の
ゴ
ミ
が
あ
り
ま
し
た
！

８
月
31
日
（
日
）、
村
商
工
会

青
年
部
（
部
長
　
上
東
正
佳
氏
）

７
名
が
、「
黒
滝
・
森
物
語
村
」

周
辺
の
河
川
等
で
、
ク
リ
ー
ン
運

動
を
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

夏
休
み
の
観
光
客
の
落
と
し
物

（
ゴ
ミ
）
が
黒
滝
村
に
も
た
く
さ

ん
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

『
自
分
が
出
し
た
ゴ
ミ
は
自
分
で

持
っ
て
帰
る
！
』

マ
ナ
ー
は
守
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。

ゴミのない村にゴミのない村に！！
商工会青年部クリーン運動商工会青年部クリーン運動

みんなみんな、、がんばれ～！がんばれ～！
幼稚園・小学校合同運動会幼稚園・小学校合同運動会

９
月
21
日
（
日
）
黒
滝
小
学
校

運
動
場
で
、
幼
稚
園
小
学
校
合
同

秋
季
運
動
会
が
秋
晴
れ
の
中
、
行

わ
れ
ま
し
た
。

園
児
・
児
童
達
は
、
た
く
さ
ん

の
声
援
の
中
、
全
て
の
競
技
・
演

技
に
汗
を
流
し
ま
し
た
。

か
わ
い
い
わ
が
子
を
一
番
い
い

場
所
か
ら
撮
ろ
う
と
、
ビ
デ
オ
を

片
手
に
ず
ら
り
と
列
を
つ
く
る
お

父
さ
ん
が
、
と
て
も
印
象
的
で
し

た
。皆

さ
ん
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

▲
そ
れ
〜
、
引
っ
張
れ
〜
！！

（（
綱綱
引引
きき
））

▲ みみんんななででああわわせせてて！！（（一輪車演技）


